
 

 

 

                                            令和６年１月３０日 

 

自衛隊神奈川地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について 

 

１ 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。 

 

２ 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範

囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。 

 

３ 件名リスト 

一連

番号 
件 名  納入（履行）場所 

納  期 

（履行期限） 

見積依頼書 

公表日 

見積書 

提出期限 

見積合わせ

の日時 

防衛省競争 

参加資格 備考 

８ 公共交通機関デジタル広告 仕様書のとおり 
6.3.1～ 

6.3.31 
6.1.30 

6.2.6 

13:00 

6.2.6 

13:10 
全省庁統一資格「役務の

提供」の等級Ｄ以上  

※ ただし統一資格を有しない場合は、防衛省、他省庁又は市町村との契約実績など過去の実績等により十分な履行能力が証明 

できる者で、契約担当官から参加が認められた者は競争に参加できます。 

４ 仕様書等の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先   

 〒231-0023  

 住所 神奈川県横浜市中区山下町２５３－２ 

 契約機関名（担当）自衛隊神奈川地方協力本部総務課 会計班 舩場 

 電話番号：０４５－６６２－９４２６   

メール：recruit1-kanagawa@pco.mod.go.jp 



 

 

見    積    書  

 

 件名リスト一連番号 ８ 

 

見積金額￥         

（消費税及び地方税を含まない。） 

 

品  名 規   格  単位  数量  単  価  金   額  

公共交通機関デジタル広告 仕様書のとおり 式 1   

 以 下 余 白     

      

      

合   計      

納入(履行）場 所 仕様書のとおり 納期(履行期限) 
令和６年３月１日～ 
令和６年３月３１日 

 

 

 

契約保証金  免 除  入札（見積）書有効期間    

 

   上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約

書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体

（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。 

 

令和  年  月  日 

 

分任契約担当官  

自衛隊神奈川地方協力本部長  

大 谷  三 穂   殿 

    

 

                          住   所 

                              会 社 名 

                              代 表 者 名 

                              担 当 者 名 

                              連 絡 先 

 

 

 

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。 

 



１」 

調達要求番号：3PEC1AX0634 

仕   様   書 

公共交通機関デジタル広告 

作    成 令和 ６年 １月２４日 

変    更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 自衛隊神奈川地方協力本部  

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、自衛隊神奈川地方協力本部が実施する「公共交通機関デジタル広告」について適用

する。 

 

２ 規 格 

 (1) 広告を掲載する交通会社等 

   神奈川県内を主な運行対象とする交通会社及び路線等とし、詳細は下表のとおりとする。 

交通会社 広告を掲載する路線等 掲載車両数 掲載対象期間・日数 

横浜市営地

下鉄 

ブルーライン ２０編成以上 令和６年３月４日（月）～ 

同年３月１７日（日）の２週

間 グリーンライン １６編成以上 

神奈川中央

交通 

舞岡、横浜、戸塚、町田、相

模原、厚木、平塚各営業所 

各営業所５０台

以上 
令和６年３月１日（金）～ 

同年３月３１日（日）の１か

月間 
多摩、藤沢、茅ケ崎、綾瀬各

営業所 

各営業所３０台

以上 

 (2) 掲載内容及び数量 

 ＭＰ４形式１６：９フルＨＤ動画１５秒、１本（３０ＭＢ程度）とし、官側からデータを提

供する。なお、データの提供方法については官側との調整による。 

 (3) 表示回数 

   １２分に１回以上表示すること。 

 (4) 掲載画面サイズ 

   １５インチ以上であること。 

 (5) 掲載位置 

   車両内においてデジタル動画広告の掲載が可能な場所であること。 

 

３ 検 査 等 

本仕様書によるほか、契約相手方は役務完了後、役務完了届を提出すること。 

 

４ そ の 他 

  細部事項については、官側とその都度調整すること。 


